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1. 背景 

 インド政府は、デリー首都圏の貨物ターミナルであるトゥグランカバード

（Tughlakabad）、ダドゥリ（Dadri）とムンバイのジャワハルラル・ネルー

港（JNPT）を結ぶ全長 1,483km にわたり、多様な輸送手段との接続、大量輸

送が可能な貨物専用鉄道（DFC）の敷設を計画している。 

 

また、インド政府は DFC に沿ったデリー・ムンバイ間の地域に「デリー・

ムンバイ産業大動脈（DMIC）」の開発計画を発表した。世界標準のインフラ

によって構築される DMIC の開発目的は、現状のインドの持つ可能性を最大化

して、投資環境を強化し、長期にわたる地域の持続的経済発展を促進すること

にある。 

 

インド商工省（MoCI）と日本の経済産業省（METI）の間では、この DMIC

の開発に関し、相互協力の機会を模索する協力覚書（MOU）が調印されてい

る。また、インド商工省は、ニューデリーに拠点を置く IL&FS Infrastructure 

Development Corporation Limited (IIDC)を DMIC 構想の起草をするためのコ

サンル会社に指名し、具体的な作業に着手した。 

 

2. デリー・ムンバイ間貨物専用鉄道 

 貨物専用鉄道は、ウッタル・プラデシュ、デリー首都圏（NCR）、ハリア

ナ、ラジャスタン、グジャラート、マハラシュトラの６州を縦断する既存の鉄

道にほぼ沿った形の新線として開発される。 

 

また、貨物専用鉄道の総距離のうち、ラジャスタン（38％）、グジャラート

（39％）の両州が 77％を占め、次いで、ハリアナ、マハラシュトラが各

10％、ウッタル・プラデシュ、デリー首都圏がそれぞれ 1.5％を占める。 

 

既存の鉄道輸送網との結節点としてデリー首都圏の貨物ターミナルであるト

ゥグランカバード（Tughlakabad）、ダドゥリ（Dadri）とナビムンバイのジ

ャワハルラル・ネルー港（JNPT）を加えた、以下、9 つの中継インフラの開発

が計画されている。 

 ・ バサイ・ロード：ムンバイ市内、JNPT 間の輸送に対応するもの 

 ・ ゴタンガム：ハジラ・コンビナート（グジャラート州）、ジャルガオ

ン（マハラシュトラ州）、ウドゥアナ（グジャラート州）間の輸送に

対応するもの 

 ・ マカルプラ（バドーダラ）：アーメダバード、バドーダラ、バドーダ

ラ・ゴドラ間（いずれもグジャラート州）の輸送に対応するもの 

 ・ アムリ・ロード（サバルマティ）：サマルバティ ICD（内陸コンテナ

デポ）、アーメダバード、ラジコット、西部鉄道バブナガル管区の輸

送に対応するもの 

 ・ パランプール：カンドラ/ムンドラ両港とガンディダム地域（いずれも
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グジャラート州）の輸送に対応するもの 

 ・ マルワール・ジャンクション：ジョドプール地域（ジョドプール IDC

を含むいずれもラジャスタン州）の輸送に対応するもの 

 ・ プレラ：ジャイプール（ラジャスタン州）・トゥンドラー（ウッタ

ル・プラデシュ州）間、ジャイプール・サワイマドプール間（いずれ

もラジャスタン州）の輸送に対応するもの 

 ・ レワリ：レワリ（ハリアナ州）・ヒッサール（ハリアナ州）・ルディ

アナ/バティンダ（パンジャブ州）間の輸送に対応するもの 

 ・ ピルターラ（トゥグランカバード）：トゥグランカバード（トゥグラ

ンカバード ICD を含む）の輸送に対応するもの 

 

3. DMIC への期待 

 DMIC は、国内経済活動を活発化させ、また外国投資を惹きつけるために国

際競争に耐えうる最新のインフラを整備することを通じ、持続的経済発展を可

能にする経済基盤を構築することが期待されている。 

また DMIC は製造業、サービス業を活性化する「国際ビジネス・ハブ」とし

て国際標準に合致したモデル産業回廊を作る観点から着想された。 

 

4. プロジェクト・ゴール 

 DMIC 開発計画では、経済発展を促すプロジェクトの確実な実行と実現をもっ

て、所期のビジョンを達成することを目標としている。具体的には、次のとお

りとなる。 

 ・ 5 年間で雇用の倍増実現（年平均成長率 14.87%） 

 ・ 5 年間で 3 倍の工業生産の実現（同 24.57%） 

 ・ 5 年間で輸出 4 倍増の実現（同 31.95%） 

 

5. 分野別目的 

 DMIC は、高度な産業投資の誘致と、世界標準のインフラ設備を目指してい

る。とりわけ、次の分野別の目的が含まれる。 

 産業インフラ： 

 ･ 既存の産業クラスターと工業団地に求められる施設の高度化 

 ･ 輸出加工区と新規産業団地、タウンシップの開発 

 ･ 「技術開発センターもしくは知識集積ハブ」として、最新の研究開発

施設と住居、レクレーションの機能を備えた、各種学校、カレッジ、

職業訓練学校、エンジニアリング技術研究所、農業大学などの開発 

 ･ 冷凍施設、パッケージング施設、配送施設など必要なインフラを備え

た「アグロ加工区」の開発 

 ･ 情報通信（IT）、IT エンジニアリングサービス他、サービス志向産業

の集積地の開発 

 社会インフラと物理的インフラ： 

 ･ 多様な輸送手段に対応した貨物の積替えが可能な場所と物流集積地を
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伴った、効率的なロジスティックチェーンの構築 

 ･ 港湾、後背地、市場を結節させる鉄道支線、道路支線の整備 

 ･ 既存の港湾施設の増強と新規港湾の開発 

 ･ 空港施設の高度化と近代化 

 ･ 変電設備を備えた専用発電設備 

 ･ 持続的長期成長を支える効果的な環境保護メカニズムの確立 

 ･ 魅力的な投資環境整備のための住宅、商業施設、教育施設、レジャ

ー・レクレーション施設の整備 

 

6. プロジェクト被影響圏 

 貨物専用鉄道（DFC）とその支線を最大限に活用するために、高度なインフ

ラを整備すべき被影響圏は、DFC から 150km、200km1の地域に及ぶと考えら

れる。また被影響圏に加えて、DMIC 計画で整備される支線鉄道・道路によっ

て、西海岸に沿って建設される港湾や、周辺後背地、市場との接続が強化され

る。 

DMIC の開発による被影響圏（Project Influence Area：PIA）は、7 州、2

連邦直轄区を含有し、総面積で 43 万 6,486ｋ㎡、インド全国土の 13.8%を占め

る。 

 ・ DMIC 計画は、デリー、ウッタル・プラデシュ、ハリアナ、ラジャス

タン、マディヤ・プラデシュ、グジャラート、マハラシュトラを被影

響圏としてカバーする。 

 ・ また、連邦直轄区であるドゥイ、ダマン、ダドラ、ナガル・ハベリも

計画下の地域に置かれている。 

 

DMIC 被影響州 
計画における 

被影響圏(k ㎡) 

関係州合計面積 

(k ㎡) 

被影響圏の 

合計面積に 

占める割合 

デリー 1,483 1483 100% 

ハリアナ 26,410 44,212 60% 

ラジャスタン 198,849 342,236 58% 

グジャラート 120,706 196,024 62% 

マハラシュトラ 56,760 307,713 18% 

ﾀﾞﾄﾞﾗ、ﾅｶﾞﾙ・ﾊﾍﾞﾘ連邦直轄区 491 491 100% 

ディウ、ダマン連邦直轄区 122 122 100% 

ウッタル・プラデシュ 28,265 238,566 12% 

マディヤ・プラデシュ 2,866 308,144 1% 

ウッタランチャル 533 53,566 1% 

被影響州合計 436,486 1,492,557 29.2% 

                                                 
1
 200km‴‖” „᾿∕℮₉₈║↨≤℮₮≈” ’ ₀  ⁴ Ὸ⁮  ⁵‍‾”῀ 
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 DMIC の被影響圏に居住する人口は 1 億 7,800 万人で、インド全人口の 17%

に相当する。また同地域からは主な穀物の約 5 割が全国に供給されており、か

つ、インドからの対外輸出の約 6 割が賄われている。更に、2000 年から 2006

年 12 月までの累計外国投資受入の 52%が DMIC 関係州に集中している。 

 

DMIIC↨⌠₯ₓ₦⅍  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DMIC プロジェクトの被影響圏には、人口 100 万人以上の主要都市が 10 都

市（デリー、グレーター・ムンバイ、ファリダバード、メーラト、ジャイプー

ル、アーメダバード、スーラト、バドーダラ、プネ、ナシック）ある。同様

に、人口 50 万～100 万人の都市が６都市（ガジアバード、アリーガル、ジョド

プール、アジメール、バブナガル、ビワンディ）ある。 

DMIC 地域は次の都市から構成されており、経済活動の上でも傑出した地域

と言うことができる。 

Haryana

Dadri

J.N.Port

Rajasthan

Maharashtra

Gujarat

Madhya 
Pradesh

Haryana

Uttar 
Pradesh

Haryana

Dadri

J.N.Port

Rajasthan

Maharashtra

Gujarat

Madhya 
Pradesh

Haryana

Uttar 
Pradesh
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 ･ デリー、ムンバイといった最大商業都市をつなぐ主要都市、ガジアバ

ード、ノイダ、ファリダバード、ジャイプール、アーメダバード、バ

ドーダラ、スーラト、ヴァルサド、ヴァピ、ナッシック、タネ、プネ

からなる産業ベルト 

 ･ ラジャスタン州のナガウル、パリィ、ジュンジュヌ、ビルワラ、チッ

タウルガル、コタ、ウダイプールや、グジャラート州のメーサナ、ア

ムレリ、バブバガル、バルチなど豊富な鉱物資源を有する都市 

 

7. DMIC を構成する総合的な産業回廊開発 

 DMIC 地域には鉱物資源、人的資源、物理的・社会的インフラの有無によっ

て、様々な工業化レベルの都市が含まれている。 

 

問題は、物流、産業、社会インフラの適切な接続がないことである。このた

め、工業生産や輸出が想定通りに達成できていない。DMIC プロジェクトで

は、こうしたボトルネックを DMIC 関係州の有する固有の競争力を通じて総合

的に解決してゆく方策を提案する。 

 

その一環として、DMIC 沿線に投資効果が高く、市場性のあるノード（開発

地区）が選定され、透明かつ投資家に有益な施策、機能を提供する「投資地域

（Investment Regions：IR）」と「産業地域（Industrial Areas：IAs）」が

開発される。 

これらの地域は、自律的な産業都市として、道路、鉄道、港湾からの貨物移

送及び物流ハブ、内外の航空輸送拠点、信頼性の高い発電施設並びに社会イン

フラなど世界水準のインフラを整え、ビジネスの立ち上げに際して国際競争に

適した環境を提供する。 

 

8. ノードを基盤とした開発コンセプト 

 「投資地域（Investment Regions：IR）」は最低約 200ｋ㎡（2 万ヘクター

ル）の面積からなり、最大面積はその地域のポテンシャルによって決定され

る。一方、「産業地域（Industrial Areas：IAs）」は最低約 100ｋ㎡（1 万ヘ

クタール）の面積からなり、サービス、インフラ開発と一体となった内外市場

向けの製品製造の拠点となる。DMIC における投資地域・産業地域の立地は次

の基準に基づき決定される。 

 投資地域の選定基準： 

 ･ 尐なくともそれぞれのノードが DMIC 関係州の経済利益を広げるため

有効であること 

 ･ デリー、ムンバイのような主要都市からの利益が得られること 

 ･ 新規開発または既存施設の増強の可能性がある港があること 

 ･ 産業基盤立地と広大な一区画の土地が容易に得られること 

 産業地域の選定基準： 

 ･ 地域固有の優位性（鉱物資源、豊富な農地、熟練労働者、IT 関連など
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特定産業の集積可能性）を活用できること 

 ･ 開発の進んだ、あるいは開発された地域で、産業回廊の他の未開発地

域の発展に貢献できる立地であること 

 

9. 投資地域・産業地域の立地 

 地域の発展可能性と優位性を活用できる拠点として、DMIC 関係 7 州の中か

ら、投資地域として 11 拠点、産業地域として 13 拠点が設定されている。ウッ

タル・プラデシュ、ハリアナ、ラジャスタン、グジャラート、マディア・プラ

デシュ、マハラシュトラの各州政府は、それぞれの州政府関係機関との間で協

議を進めている。 

 

DMIC ‖  ⁵‍ ║  

フェーズ I 

No. 州 名 地 域 名 カテゴリー 

1 ウッタル・プラデシュ ダドリ・ノイダ・ガジアバード 投資地域 

2 ウッタル・プラデシュ ミールット・ムザファルナガル 産業地域 

3 ハリアナ ファリダバード・パワル 産業地域 

4 ハリアナ マネサール・バワル 投資地域 

5 ラジャスタン クシュケラ・ビワディ・ニムラナ 投資地域 

6 ラジャスタン ジャイプール・ダウサ 産業地域 

7 グジャラート バドーダラ・アンクレシュワル 産業地域 

8 グジャラート バルーチ・ダヘジ 投資地域 

9 マハラシュトラ  ディギ 産業地域 

10 マハラシュトラ ナシック・シンナール 投資地域 

11 マディア・プラデシュ ピタンプラ・ダル・モウ 投資地域 

12 マディア・プラデシュ ニムーチ・ナヤガオン 産業地域 

フェーズ II 

No 州 名 地 域 名 カテゴリー 

A ハリアナ クンドゥリ・ソニパット 投資地域 

B ハリアナ レワリ・ヒッサール 産業地域 

C ラジャスタン アジメール・キシャンガル 投資地域 

D ラジャスタン ラジサマンド・ビルワラ 産業地域 

E ラジャスタン パリィ・マルワール 産業地域 
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F グジャラート アーメダバード・ドレラ 投資地域 

G グジャラート スーラト・ナヴサリ 産業地域 

H グジャラート バルサド・ウンベルガオン 産業地域 

I マハラシュトラ ドゥレ・ナルダナ 投資地域 

J マハラシュトラ プネ・ケドゥ 産業地域 

K マディア・プラデシュ ジャージャプル・ディワス 産業地域 

L マディア・プラデシュ ラトラム・ナグダ 投資地域 
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10. 開発の資金源 

 DMIC 計画の推進にあたっては、インフラ開発のための多額の投資が必要と

なる。中央政府機関と州政府機関の権限で進められるプロジェクトは、基本的

に次の 2 つのカテゴリーに分けることができる。 

DFC Alignment

Investment Region (Min.200SQKM)

Industrial Area (Min.100SQKM)

Haryana Dadri

J.N.Port

1

D

6

J

H

7
F

10

G

A
B

8

E

Rajasthan

Maharashtra

Gujarat

3

9

Madhya 
Pradesh

5
4

2

12

11

L
K

Haryana

Uttar 
Pradesh

I

C

DFC ”  

200  

100  
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 ･ 官民共同プロジェクト（PPP）として推進できるもの 

  ○ 物流インフラ 

  ○ 発電設備、港湾、空港の開発 

  ○ 特別経済区（SEZ）、工業団地、情報通信・同サービス、バイ

オ関係及び農業関係の集積区 

  ○ 知識産業都市、総合的タウンシップ開発 

  ○ 政府管轄、州管轄の高速道路の増強 

 ・ PPP を用いないその他のプロジェクト 

  ○ 鉄道網の強化及び、投資地域、産業地域と鉄道の接続 

  ○ 都市インフラとして必要不可欠な設備 

  ○ 産業地域の強化 

  ○ 欠落している既存インフラ等とのコネクション整備、及び州高

速道路の増強 

     

 DMIC のプロジェクトに参加する州政府、中央政府、内外の民間投資家は、

必要となる開発資金を自ら調達することとなる。 

 資金調達方法の例 

 DMIC 計画では、投資地域・産業地域に必要とされる物理的、社会的インフ

ラの開発を進め、国際投資市場として投資家を惹きつけるために、様々な世界

標準のインフラ設備、施設の増強、質的向上の推進が盛り込まれている。この

ための資金は、インド政府の持つ既存の基金の活用に加えて、世界銀行、アジ

ア開発銀（ADB）などの国際金融機関からの調達や、二国間ベースでの金融機

関からの調達が必要となる。 

 

DMIC プロジェクトのための資金は、中核機関（予算または追加予算の権限

を持つもの）によって調達するか、または特別目的事業体（SPV）に対する政

府助成基金（Viability Gap Fund）もしくは長期低利貸付によって調達するこ

とが想定される。さらに、SPV は自身の財務的判断に基づき資金を借り入れる

ことも可能である。 

 

主な資金提供源の概要は、後述のターゲット分野における資金調達のメカニ

ズムとして例示する。 

 

 インド政府の資金調達メカニズム： 

 GDP の 4.7％から 8％までインフラ投資を向上させるため、インド政府は輸

送、電力、都市インフラ、観光、鉄道など重要なインフラ分野で官民パートナ

ーシップ（PPP）を積極的に促進している。 

PPP は迅速にかつ巨大なインフラ投資手段を整備するため、また、インフラ

整備の遅れを取り戻すための重要なツールと認識されている。 

経済政策部（DEA）内には PPP 室が設立されたほか、各州でも様々な計画

の施行や PPP を促進する活動をコーディネートするため、類似した機関が置か
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れ始めている。インド政府は国のインフラ開発のため、以下の資金調達スキー

ムを策定した。 

 

 ・ 政府助成基金（VGF）： 

  VGF は、経済的に必要性が認められるが、商業ベースで実現が難し

いインフラプロジェクトについて、資金面でサポートするための特別

支援策である。 

競争入札を通して選ばれた民間の開発主体が施行する、州または国

の PPP プロジェクトにおいて、事業の総コストのうち 20％までに供与

することが可能である。 

案件を迅速に処理していくために特別委員会が設置されている。

VGF 支援を利用しているセクターは以下の通り。 

  ○ 道路、橋、 鉄道、港湾、空港、内陸水路 

  ○ 発電 

  ○ 都市交通、上下水道、固形廃棄物処理、その他都市インフラ 

  ○ SEZ におけるインフラプロジェクト 

  ○ 国際コンベンションセンター、その他観光に関するインフラ 

 

 ・ インフラ金融開発公社（IIFCL）： 

  インド政府は直接貸付または借り換え貸付を通じ、インフラプロジ

ェクトに対する長期貸付を提供するため、授権資本金 100 億ルピー、

払込済資本金 10 億ルピーの政府系企業として IIFCL を設立した。

IIFCL は政府、民間、PPP セクターによるインフラプロジェクトに必

要な長期資金の不足を補う役割を担う。PPP を通して開発、金融、建

設関連の民間セクターに落札された政府プロジェクトについては、優

先的に同スキームが活用される。 

 

IIFCL はインフラプロジェクトや設備投資に金融支援を行う、最適

な機関である。IIFCL は以下の項目を通して商業的に実行可能なイン

フラへの金融支援を提供する。 

  ○ 適切なプロジェクトへの直接貸付 

  ○ 5 年以上返済期間が残っている銀行やその他金融機関からの借

入金の借り換え 

  ○ その他インド政府により認可された金融支援 

    

  IIFCL からの財政的支援は以下のセクターにおいて適切なプロジェ

クトであれば利用可能である。 

  ○ 道路、橋、鉄道、 港湾、空港、内陸水路、その他交通プロジェ

クト 

  ○ 発電 

  ○ 都市交通、上下水道、固形廃棄物処理、その他都市インフラ 
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  ○ ガスパイプライン 

  ○ SEZ におけるインフラプロジェクト 

  ○ 国際コンベンションセンター、その他観光に関するインフラ 

  ○ SEZ 

  ○ その他、都度に決定されるインフラプロジェクト 

 

 国際協力銀行（JBIC）からの貸付： 

 1999 年 10 月 1 日、国際協力銀行法に基づき日本輸出入銀行（JEXIM）と海

外経済協力基金（OECF）が統合され、国際協力銀行（JBIC）となった。

JBIC は日本政府の国際経済政策や経済協力を担う金融機関である。現在イン

ドは、JBIC の海外貸付 27 カ国 1,844 億ドルのうち、6.5％の 132 億ドルを占

めており、シェアは最大となっている。 

JBIC には、国際貸付業務（IFO）と海外経済協力業務（OECO）の２つの業

務がある。 

 ・ 国際金融業務（IFO）： 

  日本の輸出入もしくは海外経済活動の促進のための直接または主要

金融機関を通じた貸付または国際金融秩序の安定を目的に、次の業務

を行っている。 

  a. 輸出金融：開発途上国への日本のプラント輸出が対象。 

   ⅰ. 日本から商品やサービスを輸入している全てのインド

企業は、当制度が利用できる。 

   ⅱ. OECD によって定められた規約・条件により輸出比率

の 85％まで貸付が可能。 

   ⅲ. 輸出金額の 15％を超えない範囲で全体契約の一部とし

てローカルコストへの貸付が可能。 

   ⅳ. 金 利 は OECD が 毎 月 発 表 す る 市 場 貸 出 基 準 金 利

（CIRR）が貸付通貨に応じて適応される。 

   ⅴ. JBIC はウルトラメガプロジェクト(UMPP)、その他巨

大なインフラプロジェクトの資金供給のためにインド

の主要な銀行に対し当制度を適用することを考えてい

る。 

   ⅵ. 適用金利（固定） 

・5 年以下：円建て 2.18%または米ドル建て 6.00% 

・5 年超 8 年以下：円建て 2.49%または米ドル建て 

6.03% 

・8.5 年超 10 年以下：円建て 2.68%または米ドル建て 

6.05% 

  b. 輸入金融：天然資源や製品の日本への輸入が対象。 

  c. 投資金融：日本企業による海外投資の促進 が対象。 

   ⅰ. 日本企業の独資または合弁の現地法人に対する貸付ま

たは出資。 
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   ⅱ. 仲介金融機関を通じて現地法人に資金供給される。 

   ⅲ. JBIC は合弁企業やインドの投資促進機関に対し当制

度の適用を考えている。 

   ⅳ. 適用金利： 

・平均貸付期間 7 年：円建て 2.2%固定または米ドル建

て 6 ヶ月物 LIBOR+0.4375%変動 

・特別金利：6 ヶ月物 LIBOR+スプレッドまたは固定

金利レート 

  d. 事業開発等金融：日本の国際的な経済活動や開発途上国におけ

る構造調整の支援など外部環境の整備を目的とする貸付制度。 

   ⅰ. 対象国で日本企業が活動するためのインフラ開発促進

（インドにおける Viz、IIFCL 等）、及び京都メカニ

ズムに基づき日本企業による二酸化炭素排出権取引を

円滑に進めるクリーン開発メカニズム計画に対する貸

付。 

   ⅱ. インド国内で日本企業と密接な関係にあるインド企業

の設備投資計画の支援。 

   ⅲ. 事業開発等金融の特徴 

・平均貸付期間：7 年 

・金利：6 ヶ月物 LIBOR+スプレッドまたは固定金利 

     

  e. 保証：日本の銀行貸付や開発途上国で発行された債券に対する

保証。事業開発等金融と類似。 

 

 ・ 海外経済協力業務（OECO）： 

  開発途上国にとって持続的な経済発展や自助努力に不可欠な社会経

済インフラの改善や発展のため、円借款で低利かつ長期の開発資金を

提供する。 

  円借款の種類 

  ・ プロジェクト借款 

  ・ エンジニアリング・サービス借款 

  ・ 開発金融借款（ツーステップ・ローン） 

  ・ 構造調整借款 

  ・ 商品借款 

  ・ セクタープログラム借款 
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1. 円借款の手続き 

 

受益国からの要請 

事実調査／審査 

事前通知 

交換公文（政府間ベース） 

借款契約 

調達 

支払 

プロジェクトの準備と形成、フィージビリティ・スタディ 

プロジェクト実施と運営 
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2. インドへの円借款契約条件 

(2007 年 4 月 1 日から 9 月 30 日まで有効) 

 

 
基準／ 

オプション 
金利(%) 

償還期間

(年) 

うち据置

期間(年) 
調達条件 

一般条件 

基準 1.30 30 10 

アンタイド 
オプション 1 1.00 25 7 

オプション 2 0.85 20 6 

オプション 3 0.75 15 5 

優先条件* 

標準 0.75 40 10 

アンタイド 
オプション 1 0.65 30 10 

オプション 2 0.60 20 6 

オプション 3 0.50 15 5 

STEP** 
標準 0.40 40 10 

タイド 
オプション 0.30 30 10 

 

*優先条件適用可能な対象分野：地球環境、人材育成支援、中小企業、平

和の構築支援 

**STEP：本邦技術活用条件 

 

3. インドへの円借款契約条件 

（2007 年 10 月 1 日から有効） 

 
基準／ 

オプション 
金利(%) 

償還期間

(年) 

うち据置

期間(年) 
調達条件 

一般条件 

基準 1.20 30 10 

アンタイド 
オプション 1 0.90 25 7 

オプション 2 0.75 20 6 

オプション 3 0.65 15 5 

優先条件 

標準 0.55 40 10 

アンタイド 
オプション 1 0.45 30 10 

オプション 2 0.40 20 6 

オプション 3 0.30 15 5 

STEP 
標準 0.20 40 10 

タイド 
オプション 0.10 30 10 
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 日本預託証券 

 日本預託証券は、外国企業の株式を担保として日本国内で発行される預託証

券である。日本預託証券のメリットは、資金調達力や信用性を高め、株主層が

拡大することにある。また、日本における企業認知度が高まることにもつなが

ることから、インド企業にとって有益な資金調達手段の一つとなる。 

 

 日本貿易保険による海外事業保険 

 ・ 貿易保険 

  日本貿易保険（NEXI）の貿易保険は、輸出入、海外投資、海外貸付

など日本企業によって行われる海外の取引におけるリスクを補填する。 

貿易投資保険の役割は、数多くのリスク、即ち外国通貨送金の制限と

いった政治リスクや、戦争、内戦、買い手の相手先となる輸出業者の不

払いといった、海外取引特有の、しかし通常の海上保険では補填されな

い商業リスクをカバーすることである。 

  (ⅰ) 貿易代金貸付保険（バイヤーズクレジットに対する保険） 

   本保険は、日本に所在する銀行等が、日本の輸出業者から商

品やサービスを購入する外国の輸入業者に貸付した資金につい

て、貸付金回収不能により受ける損失を補填する。同損失には

戦争・革命、為替取引の制限もしくは禁止、自然災害、輸入業

者の倒産・債務不履行が含まれる。 

  (ⅱ) 海外事業資金貸付保険（事業資金貸付に対する保険） 

   本保険は、日本企業が外国法人または外国政府に対して事業

資金貸付を行った場合、為替取引の制限もしくは禁止、戦争・

革命・内乱、貸付先の破産、または債務履行遅滞等により、貸

付金債権等の元本もしくは利子を償還期限に償還できなくなっ

たことまたは保証債務を履行したこともしくは貸付金等の回収

ができなくなったことにより受けた損失を補填する。 

  (ⅲ) 海外投資保険（株式や不動産に対する保険） 

   本保険は、外国において現地法人を持つ日本企業が被った損

失を補填する。同損失には、現地法人が、戦争やテロ、自然災

害のために業務を続けられなくなった場合のほか、為替取引の

制限もしくは禁止により、配当を送金できなくなった場合も含

まれる。 
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 国際機関からの資金提供： 

 アジア開発銀行（ADB）や世界銀行（WB）などの国際金融機関では、政府

助成基金（VGF）や IIFCL といった、インド政府の最近の取り組みを歓迎して

いる。これらの機関は、インド政府による同国での各種 PPP プロジェクトに関

して、各種ファイナンスや諮問、技術支援においてインド政府を支援すること

が可能である。さらにこれらの機関では各州、各産業セクター及び個別プロジ

ェクトの個別課題に対応した PPP 事業の解決策を特別に提案することで、政府

を支援していくことになるだろう。 

 ・ アジア開発銀行： 

  アジア開発銀行（ADB）は、インドにおける州及び中央政府レベル

のインフラ開発に対し、よりよい支援ができるよう、柔軟な姿勢で取り

組んでいる。 

同行は、要請に応じて各州の承認プロジェクト向け貸付（多国籍債券

ファイナンスや現地通貨貸出）の拡大も検討可能である。 

  (ⅰ) 資金、株式、土地及び技術における援助に関する州政府、市政

府・実行機関に対する公的セクター貸付 

  (ⅱ) インフラ金融開発公社（IIFCL）が事業会社向けに提供する金

融仲介貸付に対する公的セクター貸付 

  (ⅲ) アジア開発銀行の指導の下、事業実施会社に対して行われる民

間セクター貸出及び株式投資 

  (ⅳ) 民間金融機関に対する保証 

     

  同行の長期戦略は、民間セクターに対し、効率的で実行可能な条件を

作り出すことを重視している。これは適正な市場構造化、法規制の枠組

み、革新的事業構造化の開発を進め、現地における適正な制度基盤の構

築及びその手続きを進めるものである。 

   
 ・ 官民インフラ諮問機関（PPIAF）： 

  同機関は、民間セクターの参加も得て、開発途上国のインフラの質の

向上に協力することを目的とした、複数国にまたがる技術協力機関であ

る。この機関の提携先としては、アジア開発銀行、世界銀行グループ並

びに日本、米国、カナダ、英国、スイス、スウェーデン、イタリア及び

ドイツの各国政府が該当する。 

 

同機関は 1999 年 7 月に設立され、戦略的に途上国政府に対する技術

的支援を通じて、インフラ開発における民間セクターの関与の可能性を

見出し、これを支援すること、及び途上国のインフラ整備において民間

セクターが関与した成功事例の抽出、紹介、唱導を目的としている。 

同機関は、幅広い対象分野の活動に対して資金を提供しており、開発

地域全土にわたる活動を展開している。2006 年 12 月末時点において、
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110 カ国以上で 537 事業、１億 1,600 万米ドルのプロジェクトを展開し

た。対象となる活動には、能力強化、インフラ開発戦略、政策・規制及

び制度の改正があり、世界的な成功事例の実行、加えてその他民間セク

ターの関与を進めるための対象インフラとして以下のものが含まれる。 

  ・ 発電、送電、配電及び天然ガスの輸送と配送 

  ・ 上下水道（同機関の政策・規制制度改革関連事業には全てのレ

ベルの上下水道サービスにおける民間セクターの活動が含まれ

る可能性があるが、同機関の特定投資事業及びその活動に関す

る支援については、原則的には水道を通じたサービスに限定さ

れることとなる） 

  ・ 固形廃棄物処理（同機関は一般的には固形廃棄物処理には関与

しないことになっているが、政策レベルの関与を行う余地はあ

り、50 万人以上の人口を有する大都市における固形廃棄物処

理に関する民間セクターの関与のためにサポートすることもあ

りうる） 

  ・ 通信 

  ・ 鉄道及び港湾 

  ・ 空港及び道路 

 

11. 事業の実施時期 

 DMIC 構想に関する物理的なインフラ整備については、3 つの実施時期区分

が設けられており、2008 年 1 月から始まる 9 年間に検討されることとされてい

る。最初の５年間の 2012 年 12 月までが第１フェーズとされ、その後 4 年ごと

に第 2、第 3 フェーズが設定されている。この結果、個別の地域の開発実施は

2016 年 12 月までに完成する予定である。 

 

12 の地域がフェーズ 1 に指定され、このうち６つが投資地域、６つが産業地

域である。 

フェーズ 1 に指定された地域に対して、詳細な実施可能性調査及び基本計画

作成が行われる。同じく、個別に採択された事業（例えば港湾、空港、経済特

区など）の実施可能性調査及び詳細な実施事業計画が、当該地域の実施可能性

調査報告の内容に沿って作成され準備される。これらの事業群が政府開発援助

（ODA）など二国間交渉や多国籍機関による投資対象となる。フェーズ 1 の開

発地域は以下のとおり。 

 投資地域： 

 ・ 総 合 製 造 業 投 資 地 帯 と し て の ウ ッ タ ル ・ プ ラ デ シ ュ 州 ダ ド リ ー

（Dadri）-ノイダ（Noida）- ガジアバード（Ghaziabad）地域 

 ・ 自 動 車 部 品 ・ 自 動 車 投 資 地 帯 と し て の ハ リ ア ナ 州 マ ネ サ ー ル

（Manesar）-バワル（Bawal）地域 

 ・ 総合製造業及び自動車・自動車部品工業地帯としてのラジャスタン州ク

シ ュ ケ ラ （ Khushkhera ） - ビ ワ デ ィ （ Bhiwadi ） - ニ ム ラ ナ
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（Neemrana）地域 

 ・ 石油、化学、石油化学投資地帯（PCPIR）としてのグジャラート州バ

ルーチ（Bharuch）-ダヘージ（Dahej）地域 

 ・ 総合製造業投資地帯としてのマハーラシュートラ州イガットプリー

（Igatpuri）-ナーシック（Nashik）-シナー（Sinnar）地域 

 ・ 総合製造業投資地帯としてのマディア・プラデシュ州のピタンプール

（Pitampura）-ダール（Dhar）-モウ（Mhow）地域 

     

 産業地域： 

 ・ 工業技術サービス・製造業産業地域としてのウッタル・プラデシュ州メ

ールット（Meerut）-ムザファラナガール（Muzaffarnagar）地区 

 ・ 工業技術サービス・製造業産業地域としてのハリアナ州ファリダバード

（Faridabad）-パルワリ（Palwal）地区 

 ・ 大理石・皮革・繊維産業地域としてのジャイプール（Jaipur）-ダウサ

（Dausa）地区 

 ・ 総合製造業地域としてのグジャラート州ヴァドーダラ（Vadodara）-ア

ンケシュワール（Ankleshwar）地区 

 ・ マハラシュトラ州のディギ港湾新規開発地点周辺の産業地域 

 ・ 工業技術サービス・農業加工産業地域としてのマディア・プラデシュ州

ニームチ（Neemuch）-ナヤガオン（Nayagaon）地区 

 

12. 制度的実行枠組み 

 プログラム管理アプローチの必要性： 

 DMIC 構想の事業実施にあたっては、高速貨物専用鉄道（DFC）及び各経済

地域の産業投資に加え、インフラ開発及びインフラ拡充に向けた投資が必要と

なる。 

 

こうした重要かつ複雑な事業の現状に鑑み、事業ごとに実施を進めていくこ

とが不可避となる。この実施過程で、各計画がその潜在性を発揮できるよう

に、事業の実施時期や個別事業の要素を統合して推し進められるかどうかを十

二分に検討してから、実施に移すことになる。 

 

これまで指摘されてきた事業実施に当たっての諸障害を克服するため、事業

開発手法（Project Development approach）を採用することが提案されてい

る。 

 

ここでは、事業相互間の関連性や優先順位に基づいて個別事業について技術

面、金融面、契約面、環境面及び社会的見地から厳格に検討されることにな

る。 

 

さらに、中央政府の複数の関係官庁や各州政府の関与については、積極的な
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関与やサポートがあるかどうかによって事業の成否が分かれるため、限られた

時間軸の中で、統合的に進められる必要がある。 

 

適正な形で事業を計画し実行していくためには、資金調達が不可避となる。

このため、特に、資金調達に向けて監督、統制を行うための適切な制度的機能

が極めて重要となるだろう。したがって、事業実施に当たっては、上記の事業

方針の統合化を推し進めるとともに、自覚的な事業の管理体制を構築していく

ことが不可欠となる。 

 

この点で、インフラ事業の開発、資金調達、事業実施及び事業の管理に精通

し て い る 事 業 管 理 コ ン サ ル タ ン ト （ Program Management Consultant 

(PMC)）の役割は重要であり、これらは DMIC 構想実施のため、以下に示す制

度的機能を一層高めることになる。 

     

 DMIC 構想に関する制度的枠組み： 

 DMIC 構想は、数多くの事業より構成されており、そのうち一部は民活

（PPP）に基づいて採算可能な事業とすることが可能である。しかしながら、

大多数の事業に関しては、政府の行政的な関与が不可避なものであることも事

実である。したがって、事業の事前準備、開発及び事業の資金調達とその実施

においては、民活（PPP）事業とするかどうか、何らかの線引きが必要であ

る。それゆえ DMIC 構想の実施に当たっては、以下に言及する４つの重層的制

度枠組みを通じて行われることが想定されている。 

 (ⅰ) 財務大臣をヘッドとする関係中央省庁の大臣及び各州の州首相が参加

する最高機関では、全体の事業内容を総覧し、必要な政策や行政的課

題を摘出することで、既定の枠組みのなかで、適正対応することがで

きる。 

 (ⅱ) 具 体 的 な 実 施 主 体 と し て の DMIC 開 発 公 社 （ DMICDC (Delhi 

Mumbai Industrial Corridor Development Corporation) ）は最高委

員会の意に沿う形で機能し、既存の権限を有する機関の指導のもとに

各課題を解決するために調整していく役割を担う。また、資金調達を

担い、事業実施が成功裏に遂行されるためのアドバイスを行う。 

 

 (ⅲ) 各種レベルの調整主体である地域開発機関（Nodal Agency）は、

DMIC 開発公社と各州政府主体、各プロジェクトの実施機関及び個別

事業の特別目的会社との調整に関する責任を有する。 

 (ⅳ) 空港、港湾、産業団地、道路、発電所など個別事業のための事業特別

主体として位置付けられた特別目的会社は、適切な共同事業者を通じ

て資金調達を行い、実際の事業実施、運営、維持を遂行する。 

  

 各レベルにおいて特定された機関の指導のもと、上記の機関が機能すること

により、インフラ開発に関する資金調達、事業管理及び事業実施など DMIC 構
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想の実施に必要不可欠な監督能力が確保されたことになる。 

 

以下で DMIC 構想の最高機関、具体的な実施主体としての DMIC 開発公社

（DMICDC）、州レベルの地域開発機関及び個別プロジェクトの構成要素とな

る特別目的会社の構成内容、役割及び責任分担を簡単に説明する。 

 (ⅰ) DMIC 実行機関 

  インド政府は最高機関として DMCI 実行機関（DMIC Steering 

Authority）を設置し、DMIC 構想を進めようとしている。 

 

インド政府は、期限内での鉄道、道路（高速国道）、港湾、空港、

通信を含む、DMIC 構想に向け、他のインフラ設備との相互連関の可

能性を検討する。DMIC 構想のインフラは、可能な限り民活（PPP）

を通じて開発・改善される。中央政府は既存の制度的な手続きを通じ

て、必要な政府助成基金（VGF）を準備することとなる。 

 

インド政府は DMIC 構想の実施に関して、中央政府レベルの受け皿

機 関 と し て 、 商 工 省 産 業 政 策 振 興 局 （ Department of Industrial 

Policy and Promotion (DIPP)）を指名する予定である。他方日本側

は、経済産業省が引き続きこの事業の調整機関を担うこととなる。産

業政策振興局長（注：ママ＊工業省次官）と経済産業審議官が共同議

長となり実施されるタスクフォース会議が、2007 年末までに共同コン

サルタントによって準備されることとなる詳細な事業報告書作成の手

続きを監督することになる。このタスクフォース会議は DMIC 開発公

社に対して日印経済関係の強化に向けたプロジェクトの選定や事業全

体のモニタリングに関する助言を行う機能をも有している。この

DMIC 実施機関に期待される機能や条件は以下のとおりである。 

     

  諸機能： 

  A. 事業の承認 ð 事業の計画作成、事業の構想及び各要素の承

認、各事業の優先順位付け 

  B. 資金調達方法の承認 ð 内外資本の構成、民活（PPP）の導

入範囲、資金援助や借入、政府助成基金（VGF）での調達に

対する承認 

  C. これらの実施手続き及びモニタリングのためのスケジュール

設定 

  構成メンバー： 

  (ⅰ) 財務大臣（計画委員会議長）及び商工大臣（同副議長） 

  (ⅱ) 海運、道路交通及び国道、鉄道、航空、電力及び都市開発を

所管する大臣 

  (ⅲ) DMIC 沿線州の州首相。ウッタル・プラデシュ、ハリアナ、

ラジャスタン、グジャラート、マディア・プラデシュ及びマ
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ハラシュトラ各州が該当する 

  これらに加えて、環境森林保護、労働、石油天然ガス及び石油化学

の各大臣の参加が見込まれる。 

DMIC 開発公社はこの最高機関の事務局を担う予定である。 

 

 (ⅱ) DMIC 開発公社 

  重要なインフラ開発事業であること、時機を得て成功裏に事業を実行

させるための管理能力が必要であることを考えると、DMIC 開発公社

のあり方として、次の点が挙げられる。 

  ・ 事業に集中するための専門機関であること 

  ・ 権限と中央・州政府の支援を得られること 

  ・ 柔軟な企業環境であること 

  ・ 様々な資金調達手段がとれるように、中央政府の支持を得て

いること 

  以上のことから、DMIC 開発公社は銀行、外国機関投資家等の民間

セクター、国営企業、中央・州政府が関与する民活（PPP）モデルを

用いた専門機関となることが考えられる。 

     

  DMIC 開発公社の役割： 

  (ⅰ) 事業実施に当たって、周到な準備及び障害要素の一掃 

  (ⅱ) 必要に応じて保証を行うなど、資金調達手段の提案 

  (ⅲ) 中央省庁、州政府、金融機関及びインフラ開発機関の調整 

  (ⅳ) 事業計画実施のモニタリング 

  (ⅴ) インフラ事業を迅速に遂行するための最先端の実現方法論や

ノウハウの提供 

  (ⅵ) 政府の様々なプロジェクトに対して、事業開発実務を担うと

ともに、必要に応じて州政府の支援も行うこと 

  (ⅶ) DMIC 実行機関の事務局を務めること 

     

  DMIC 開発公社の参加者： 

  (ⅰ) 常任の最高経営責任者 

  (ⅱ) 住宅･都市開発公社（HUDCO） 総裁 

  (ⅲ) インフラ金融公社（IIFCL） 総裁 

  (ⅳ) インフラ整備金融公社（IDFC） 総裁 

  (ⅴ) IL&FS 社 社長 

  (ⅵ) 都市開発、高速道路、鉄道、電源開発、人材育成、農産品加

工、環境の専門家 

  (ⅶ) デリー・ムンバイ貨物専用鉄道 会長 

  (ⅷ) 各省･州の代表者 

  そのほか、ジェトロ ニューデリー・センターの所長を特別参加者と

する。 
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  DMIC 開発公社の資本構成： 

  DMIC 開発公社は、250 百万ドルのプロジェクト開発基金によって

運営される。資本構成は以下のとおり。 

  ・ 49%：インド政府及び州政府 

  ・ 51%：外国機関投資家やその他のインフラ団体 

 
 (ⅲ) 州 レ ベ ル の 調 整 機 関 （ State-level coordination Entity/Nodal 

Agency） 

  州政府は、DMIC 地域に工業地域や投資地域を設立する際に、指導

的な役割を果たす。各州政府は、各省庁や事業体の調整を行う州レベ

ルの調整機関に通知し、工業地域・投資地域の設立に当たって DMIC

開発公社とともに調整業務を担う。特別目的会社（SPC）または内部

リソースにて実施される、投資地域及び工業地帯での各プロジェクト

は、各州政府の権限を持って行われることに着目する必要がある。州

レベルの調整機関の役割は以下の通り。 

  ・ 州政府が要求する諸手続きの円滑化。 

  ・ インフラ整備を要する地域の土地取得の助力。土地の入手

は、合法的になされなくてはならず、基準に基づき原状回復

を行わなければならない。また、農地の取得はできる限り避

けなければならない。 

  ・ 決められた期限内で、世界基準のインフラ整備（社会インフ

ラ、電気・ガス・水道設備、道路）を確実に実行する。具体

的には以下の通り。 

   ○ 信 頼 性 の 高 い 電 力 が 供 給 で き る こ と 。 事 業 体

（Units）は、各州の電力管轄機関による規制には透

明性が求められる。 

   ○ 必要な水の確保。 

   ○ 州道との接続。 

   ○ 汚水・排水処理設備。 

   ○ 健康・安全・環境に対処する適切なインフラ。 

  ・ インフラを整備するために必要な財源を、既存のインド政府

の財源スキーム（VGF や IIFCL など）や海外からの借入を利

用して準備すること。 

  ・ 投資家を呼び込むためのインセンティブ策や、DMIC 構想下で

の、工業地域及び投資地域の発展状況を広報すること。 

 

 (ⅳ) 特別目的会社（Special Purpose Vehicles for Project Implementation） 

  各プロジェクトを実行するため、特別目的会社が設立される。特別

目的会社は、プロジェクトの内容により、①完全な民間会社、②官民

合同プロジェクト、③公共機関のいずれかの形態をとる。特別目的会
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社は、DMIC 開発公社、中央政府・州政府により設立が奨励される。

特別目的会社が DMIC 開発公社により設立された場合は、設立・撤退

時に必要な承認が必要ないため、時間を節約できる。 

「特別目的会社」の役割と責任は、①企画設計（design）、②ファイ

ナンス、③建築、④オペレーション、⑤メンテナンス、⑥ユーザーか

らの代金の請求、⑦各機関への収入の割当、⑧プロジェクト終了後、

プロジェクトの資産を各機関に分配することである。 

   

  機能： 

  ・ 個々のプロジェクトの実行：もしもプロジェクトが州内に限

定されるのであれば、実行はより容易である。 

  ・ プロジェクトの実施者への委譲。入札によって行われること

が望ましい。 

  ・ プロジェクトについて資金を調達し、実施・運営する。 

   

  組織構成： 

  ・ 特別目的会社ごとに理事会を有する。 

    

  財務構造： 

  ・ 各プロジェクトで固有の株式を発行する。 

  ・ プロジェクト初期の株式は、DMIC 開発公社が所有し、その後

プロジェクト実施者に売却される。 

  ・ 資金調達は、インド国内・国外で行われ、DMIC 開発公社が

資金を調達することも可能である。 

     

  DMIC 計画実行の枠組み： 

  計画実行の構造と、ワークフローについては、別添図表参照のこ

と。 

 

13. DMIC のための政策的枠組み 

 PCPIR 政策にて承認されたとおり、追加の資金面でのインセンティブは計画

されていないが、これから DMIC に参加する事業者は、整備されたインフラの

メリットを享受することになる。民間企業により設立される物流ハブもまた、

物流を活性化するであろう。また、DMIC 地域におけるナレッジハブもまた官

民協力のもと計画されているので、教育を受けた人材も雇用することが可能で

ある。その他、商工省による政策は以下の通り。 

 １． 包括的なプロジェクトの管理、立案、実施を行う。 

 ２． DMIC 計画の実施を容易にするよう調整を行う。DMIC 開発公社は諸

手続の単一窓口として、他機関との調整を行う。 

 ３． 環境に対する関心を喚起させ、DMIC 計画が環境に優しい開発になる
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よう努める。 

 ４． 雇用を生み出すポテンシャルのあるハイテク産業、輸出志向産業を優

先する。 

 ５． 生活環境を向上させるため、地域社会、地域コミュニティの発展に努

める。 

 ６． 様々な分野において、高度な人材を生み出すため、技術教育・研究開

発、技術研修を行う研究機関の設立。新規産業に対する技術的・職業

的トレーニングを与えることと、旧来の産業に従事する労働者に対す

るトレーニングを与えることが必要である。 

   

 環境省と州政府の公害委員会に、DMIC（もしくは将来計画される同種プロ

ジェクト）に関する環境問題を解決・実施するための独立機関を設立すること

が望ましい。各州にわたる DMIC 全域の交通問題の円滑化のため、以下の案が

有効と思われる。各州の交通関係の省庁での会議で、取り扱われるべき案であ

る。 

 ・ 州境の検問所の近代化、IT 化、集約化。 

 ・ 安全かつ効率的な運行のための、GPS を利用した車の位置確認システ

ム。 

 ・ ハイウェイカードを利用した、通行料・税金を一カ所にて徴収するこ

とができるシステム。これにより、DMIC 地域における車の運行がス

ピードアップされる。 

 

14. 州レベルの問題 

 日本の投資家とのやりとりの中で、州間をまたぐ際の税金や、労働法といっ

た諸問題は、繰り返し話題となっている。これらの諸問題は、中央政府や州政

府で話し合われなければならない。 

 

15. 共同コンサルタント（事業管理コンサルタント） 

 DMIC 計画は広範囲なインフラ開発の実施を含んでおり、その重要さと複雑

さから、プロジェクトベースでの実行がなされなければならない。このプロセ

スにおいて、実行計画の策定と各プロジェクトの統合には、明確さと実行可能

性が求められる。 

 

DMIC 計画を失敗することなく進めるために、事業開発手法を採用すること

が提案されている。個々の事業は、技術面、金融面、契約面、環境面、そして

社会的観点から検討される必要がある。組織内の連携、優先順位付けもまた必

要である。したがって、プロジェクトへの取り組み方法は、プロジェクトの準

備段階と、資金調達、そしてプロジェクトの実行段階とはっきり分けることが

できる。 
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DMIC 計画の実行は、前述の観点を一体化させること、及び計画を管理する

方法論が必要とされる。そのため、プログラムを管理するコンサルタントが必

要である。コンサルタントは、インフラ開発、資金計画、プロジェクト実行の

専門家であることが要求される。 

事業管理コンサルタントは、インド・日本両国で実績があり、両国の投資家の

要求を満たし、かつノード（開発地域）と DMIC 地域の開発を確実に実行する

共同事業体であることが求められる。 

  
 事業管理コンサルタントの業務の目標： 

 事業管理コンサルタントは、最高機関で、DMIC 実行機関の事務局でもある

DMIC 開発公社のバックアップのもとに業務を行う。そして、DMIC 開発公社

に対し、プロジェクトの準備、開発、資金、実行に関するアドバイスを行う。 

この業務に加え、事業管理コンサルタントは、以下の期間において定められ

た様々な業務を行う。プロジェクト開発計画のうち、フェーズ 1 で 12 のノード

が DMIC にて実行される。 

 ・ フェーズ 1：コンサルタントの選定、ノードのコンセプトマスタープ

ランと事業内容の確認（2007 年 4 月～12 月の間で、4～6 ヶ月） 

 ・ フェーズ 2：ノードの開発計画についての詳細なプロジェクトレポー

ト、コスト計算、計画にもとづいた環境アセスメントの作成（2008 年

1 月～8 月の間で、8～12 ヶ月） 

 ・ フェーズ 3：国内・国外の事業者を選択する際の入札手続きの管理

（2008 年 9 月～2009 年 2 月の間で、4～6 ヶ月） 

     

 フェーズ 1 で求められる成果： 

 ・ 国内外の専門家／コンサルタントの選定。 

 ・ 選択されたノードの立地の優位性や、各ノードにおける必要なプロジ

ェクトを選択するための包括的な市場評価と立地調査。 

 ・ 各ノードにおけるコンセプト・マスタープランの準備。そのコンセプ

ト・マスタープランは、開発地域の定義と、活動内容の特定を行う。 

 ・ 主要プロジェクトをより一層強化する手段を明確化する。その手段

は、以下を含む。 

  ○ 電力：必要な電力量、最適な立地の選定、発電方法の選択、

送電線の開発の必要条件を判断する。 

  ○ 物流：効果的な物流システムの必要条件を判断する。その

際、DMIC 地域における、マルチ・モーダル（効率的な輸送

体系の確立と、良好な交通環境の創造を目指した、道路・航

空・海運・水運・鉄道など複数の交通機関の連携交通施策）

な統合、DFC への接続、港湾間のネットワーク、コンテナ・

貨物の取扱い、冷蔵倉庫、トラックの駐車場、ローロー船
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（Roll on Roll off 船）を利用できる施設、その他サードパー

ティの物流業者によるインフラ等を考慮に入れる。 

  ○ 環境マネジメント：各投資地域・開発地域における効果的な

環境マネジメントの方法を明確化させる。廃プラスチックや

金属の、収集・輸送・処分の対策を含む。 

  ○ 港湾の発展：既存の港湾のインフラの増加と、未開発の港湾

を世界航路に接続させる手段を明確化する。 

  ○ 鉄道の接続の発展：DFC 及び港湾と、僻地との接続をより確

実にする方法を明確化する。すなわち、高軸重の貨物専用鉄

道によって実現する物流の高速化を確実にするため、DFC に

てインドール～ピタムプラ～ゴードラ～バドダラ間の接続性

を、ムンバイ～プネと同様に高める。 

  ○ 道路の接続性：未接続の道路を整備し、投資地域/開発地域間

の 4－6 レーンの高速道路の接続性を確保するための手段を明

確化する。 

  ○ 水供給システム：水供給システムを発展させるための、水源

と手段を明確化する。 

 ・ 環境と社会にインパクトを与えることについての予備的な調査。 

 ・ フェーズごとの事業実施における、区間毎のコスト計算の準備。 

 ・ 広範囲な開発を行う上での影響の調査。DMIC 地域における経済的・

財政的な実行可能性の予備的調査。 

 ・ 開発地域・投資地域における、環境保全を確実にするための手段の明

確化。 

 ・ 各州の開発地域・投資地域における、当プロジェクト実施に際して法

律的枠組みを与える法律の研究・調査。 

 ・ インド政府各省庁と州政府機関との間で、合意を形成させるための詳

細なマスタープランについての議論を行うこと。 

     

 フェーズ 2 で求められる成果： 

 ・ 投資地域及び産業エリアごとの詳細な事業計画書（土地使用、マスタ

ープラン、公共・私有問わず内部・外部のインフラ整備プラン、イン

フラは例えば港湾、空港、鉄道網、高速道路、水供給、電力供給、

CETP／排水処理、固形廃棄物処理、プロジェクト運営事務所、住

居、娯楽施設など） 

 ・ 環境アセスメントと包括的な環境対策 

 ・ 実施時期ごとの開発事業のプライオリティ 

 ・ 見込み収益をベースとした詳細な金融及び経済分析 

 ・ 資金調達先の選定、実行可能な財務分析 

 ・ コンプライアンスレポートと開発公社及び州政府との協議により作成

した開発プラン 

 ・ 投資地域と工業地域における事業運営及び管理方法 
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 ・ 各々のプロジェクトの実施方法 

 ・ 各々のノードのビジネスプラン 

 ・ 中央政府または州政府当局への許認可（一括もしくは個別のプロジェ

クト） 

 ・ プロジェクト遂行に当たって必要な許認可につき、関連省庁、地方政

府との詳細協議 

   

 フェーズ 3 で求められる成果： 

 ・ いかなる場合においても、中央及び州政府との PPP にてそれぞれのノ

ード開発を遂行するため、民間業者選定の入札プロセスを管理する

（国内と海外）。 

  ○ 事前資格審査の条件設定、入札申請書の発給、個別案件の設

計／融資／建設／運営／維持管理を委託する開発業者の招

集。 

  ○ 開発公社の指導のもと、入札資格の精査と候補企業の選定。 

  ○ 入札資格申請書の発給と入札説明会の開催。 

  ○ 入札内容の厳正審査と最適な落札企業の決定。 

  ○ 落札企業との交渉と適正価格による契約など。 

  ○ 特別目的会社設立の支援。 

 ・ プロジェクト始動まで、不可欠な許認可プロセスを調整する。 

  

 上記に加え、プロジェクト管理コンサルタントは以下を行う。 

 ・ 最新の技術と開発手法の導入をサポート（例えば、電子通行料課金シ

ステム、州境検問の IT 化、GPS の車載などを提案する）。 

 ・ プロジェクトのモニタリングと開発公社への進捗報告。 

 ・ その他、プロジェクトの効率的実行にかかる諸々の提案。 

 

 2007 年 7 月 23 日に行われた第 3 回タスクフォース会議にて、日印政府が共

同でプロジェクト管理コンサルタントを選定することが協議された。日本側は

一貫性を重視し、コンセプト・レポートをまとめた IL&FS 社をコンサルタン

トに推薦した。 

 

日本政府は、ジェトロを相談役とし、日本の投資家とインド政府の間を取り

仕切ることを提案。ジェトロ、DIPP、プロジェクト管理コンサルタントの役割

は以下のとおり。 

 (a) 詳細なプロジェクトレポートの作成支援 

  - 日本の太平洋ベルト地帯構想や製造業のノウハウの導入。 

  - DMIC 域内及びアセアンとの物流ネットワークに関する調査

研究。 

 (b) 開発公社への参画 

  日本の投資家の声が反映されるように、構想作成及び開発期に、特
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別オブザーバとして役員会に出席させる。 

 (c) 日本企業の投資促進 

  - 日本企業へのワンストップサービスを提供するため、ジェト

ロ・ニューデリーのインキュベーション施設（BSC）を活

用、ムンバイにも同様の施設を設置予定。 

  - ジェトロ本部内に設置されたインド・デスクでも最新情報を

提供。 

  - 関連 6 州政府とジェトロが MOU 締結し、連携を強化。 

  - CII と共同で、中小企業のインド進出に主眼を置いた、マッチ

ングサイトの構築。 

  - ビジネス・ミッションの組織と派遣。 

 

16. プロジェクト開発ファンド 

 プロジェクト開発ファンド（PDF）が DMIC 構想の遂行には不可欠である。

PDF は回転資金として利用され、特に、優先プロジェクトの選定、FS レポー

トの作成、詳細企画書の作成などに活用される。ファンド資金は、プロジェク

トの入札企業から回収する。PDF の創設は、プロジェクトの準備を滞りなく行

うためにに役立つものとなる。 

フェーズ 1 及びフェーズ 2 の開発資金は、準備段階だけでも、およそ 20～25

億ドルを要すると見込まれている。そのうち 10％を初期費用としても、2 億

5,000 ドルが PDF として必要となる。 

第 3 回タスクフォース会議にて、日印両政府は PDF 創設について協議した。そ

こで、インド側は初期費用で PDF を創設することで、プロジェクト開発を行っ

ていくことを重視し、日本側に DMIC への支援を確約するものとして PDF へ

の資金捻出を要請した。インド側によると、PDF 資金は入札者によって回収さ

れ、再度別のプロジェクトに使われるものであるべきと主張。日本側は PDF 創

設には合意し、詳細は持ち帰りのうえ協議することとした。 

 

17. 今後の予定 

 優先実行課題として以下が提案された。 

 ・ DMIC プロジェクトの原則合意 

 ・ 政府の意向を直に反映する運営組織の立ち上げ 

 ・ 開発公社の設立 

 ・ PDF の創設 

 ・ プロジェクト管理コンサルタントの選定 
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別添１  

 

 2007 年 5 月 25 日（於：東京） 第 1 回タスクフォース会議要旨 

 

2007 年 5 月 25 日、東京にて第 1 回のタスクフォース会議が、北村経済産業省国際

担当審議官とアジェイ･ドゥア インド工業省次官の共同議長によって開催された。 

 

学界、コンサルタント、産業界、貿易関連協会、東京証券取引所含む 18 の金融機関

が参加、各々の見解、懸念、期待、要望、参画意思などを表明した。 

 

総じて、学界と産業界からの DMIC 構想に対する反応は良好だった。さらに、

DMIC はインドで初の州横断のインフラ開発事業であり、中央政府と州政府の共同開

発案件として、インドのインフラ開発の起爆剤となることへの期待も表明された。 

 

協議内容： 

 

1. 日本側から出された期待と懸念 

Á ETC システムなどを導入した高速道路、高速貨物鉄道、港湾、効率的な物流シ

ステム、安定した電力供給などで、当該地域はアジア有数の輸出産業集積地とな

るだろう。 

Á 土地収用問題の解決など信頼できる意思決定システムが必要。 

Á 内国税制の簡素化と州間輸送の効率化投資家への思い切った税優遇。 

Á SEZ など、諸制度簡素化による利用促進。 

Á 車両規則における自動車輸送トラックのカテゴリー変更。 

Á ライセンス供与などに対する規制撤廃。 

Á 高度な環境保全規格の導入。 

Á 熟練労走者の供給。 

Á 労働関連法改定を含む、労務環境の改善。 

Á ロイヤリティ、給与、その他の送金に対する規制緩和。 

 

2. 日本側から期待される貢献 

Á 製造業の投資促進。 

Á 食品加工含む、物流と配送システムの近代化。 

Á 港湾管理。 

Á ETC システム導入。 

Á 日本の預託証券による資金調達。 

Á 技術・職能学校の設立。 
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Á 独立型の電源開発。 

Á 人材開発及びスキルアップ訓練。 

Á 環境マネジメント手法。 

Á 高度なプロジェクト管理と事業運営。 

Á インフラ開発のための金融アドバイザリー。 

 

3. 学界からの提案 

Á 工業とインフラ開発を統合した国家と地域の共同開発は、インドの経済成長をさ

らに加速させる効果がある。 

Á インドはユニークな発展経緯を有し、製造業の潜在性は計り知れない。 

Á 包括的な国家プランの下、国内の職能訓練システムを充実させ、多能工労働者を

より多く輩出する必要がある。 
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2007 年 5 月 25 日 第 1 回タスクフォース会議出席者一覧 

 

インド側 

1. アジェイ・ドゥア 工業省次官 

2. ゴパル・クリシュナ 産業政策振興局長 

日本側 

1.  北村 経済産業省国際担当審議官 

2. 瀬田 大阪市立大学准教授 

3. 藤本 東京大学教授 

4. 城所 東京大学准教授 

5. エックス都市研究所 

6. パソナ 

7. PMI ジャパン（NPO） 

8. 経済産業省経済産業政策局 

9. オリックス 

10. 三菱東京 UFJ 銀行 

11. ホンダ 

12. ヨコハマタイヤ 

13. スズキ 

14. ヤマハ発動機 

15. 電源開発 

16. 九州電力 

17. ソニー 

18. ダイキン 

19. 三菱重工（L&T のパートナー） 

20. 日本郵船 

21. 三井物産 

22. 三菱商事 

23. 伊藤忠商事 

24. ETC システム（三菱重工） 

25. 道路新産業開発機構 
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別添 2 

 

2007 年 7 月 2 日（於：ニューデリー） 第 2 回 DMIC タスクフォース会議要旨 

 

共同議長のデゥア工業省次官は、同じく共同議長の北村経済産業審議官及び第 2 回

タスクフォース会議に出席する他の参加者を歓迎した。 

 

デゥア次官は開会挨拶で、2007 年 7 月 25 日に東京で行われた第 1 回タスクフォー

ス会議から作成作業が続いているコンセプト・レポートについて、DMIC 事業は製造

業を振興するうえで最重要事業として、また、インフラ未整備を克服する有効な方策と

してインドでは認識されている。日本政府による支援を得ながら、インド政府は事業を

具体化するための体制作りと、州政府及び他省と協議しコンセプトペーパーの作成を進

めていると述べた。 

 

北村経済産業審議官は DMIC 事業にはインドと日本の経済界から高い関心が寄せら

れており、当事業が日本からの投資が加速する契機となるだろう。当事業が実行されれ

ば、日本の経済界の世界における地位を変え、また、地域の社会経済の振興にも重要な

役割を果たすことになる。DMIC 事業が日本からのさらなる投資の呼び水となること

を期待していると述べた。 

また、DMIC 事業を成功に導くためポイントについて以下の日本の投資家の意見を

紹介し、事業の実行に際して、両国政府は緊密な連携を取りながら動く必要があると述

べた。 

①DMIC 事業を計画し、実行するため、中央政府と州政府を含めた組織体制を確立

すること。 

②効率的な管理体制や人材育成などソフト面での充実も重要であること。 

③事業の影響を受ける地域を含め、土地に対する投機的な行動を排除すること。 

④手続きを簡素化すること。 

 

その後、DMIC のコンセプトについてプレゼンテーションが行われ、当事業にマデ

ィア・プラデシュ州も含まれる可能性について調査することが決められた。 

 

出席者からは 3 段階の事業実行のために提起された組織体制の審議に際して、政府

が最大 50%出資する運営会社は DMIC 事業の計画立案、モニタリング及び調整並びに

金融調達の支援もすべきである。同社はまた、事業の発展と、首相の意向を反映した事

務局員としての機能が求められるといった意見や、タスクフォース会議の委員は入札者

への事業譲渡の前に事業を成功させることが求められ、特に事業における州政府の役割

は重要なものとなり、最重要案件と見なさなければならないとの意見が出た。 
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鉄道省代表者からは、運輸面や資金面での可能性によっては事業地域の後背地との関

係を議論しなければならない、電力省代表者からはいつでも事業が開始できるように準

備をしておかなければならないといった発言があった。 

 

日本側からは DMIC は自動車関連産業の大きな発展につながるだろうとし、生産工

場に付随して物流施設や能力開発施設が立地することになり、また、エネルギー関連と

能力開発の施設は別途計画される必要があると述べた。 

 

委員たちは提案された計画通りに動くことと、2008 年 1 月までに事業を開始するこ

とが重要であるという認識で合意した。 

委員たちは安倍首相の来印時に両首相に提出ができるように DMIC 事業のコンセプ

トペーパーを完成させるよう求めた。これによって、両国の経済界に対して積極的な姿

勢を示すことになる。 

 

フィージビリティー・スタディーのため、早期に共同コンサルタントを選定すること

で双方が合意し、本件についてはスケジュール通り進むなら、安倍首相の訪印までに実

行されるのが最良とされた。また、基本的な組織体制の構築は安倍首相の訪印までにな

されるべきことも決議された。 

 

DMIC 事業への金融面での支援について、事業開発基金の立ち上げについて議論が

なされ、双方が様々な可能性を検討することで合意した。日本側は日本預託証券を利用

し、事業への資金供給のため特定目的事業体に引き受けさせる可能性についても言及し

た。金融面に関しては次回のタスクフォース会議までに意見交換しておくことについて

も取り決められた。 

 

北村審議官はコンセプトレポートを完成させるため、次回のタスクフォース会議を東

京にて 2007 年 7 月 23～24 日の日程で行うことを参加者に伝えた。 

 

デゥア次官は閉会の挨拶で、北村審議官と委員に対し、彼らの意見と継続的な支援に

ついて謝意を表し、本会議での委員による提案は、2007 年 7 月 2～3 日にデリー及び

ムンバイで行われたセミナーで出された提案とともに、東京でのプレゼンテーション資

料及びコンセプトペーパーの完成版に盛り込むこと予定であることを述べた。 
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2007 年 7 月 2 日開催 第 2 回 DMIC タスクフォース会議出席者一覧 

 

インド側 

1. アジェイ・デゥア 工業省次官 

2. G・K・ピライ 商業局長 

3. ビジャイ・ゴーカル 外務省局長 

4. ジャヤント・カワレ 電力省局長 

5. ゴパル・クリシュナ 産業振興政策振興局長 

6. M・S・マトゥール 鉄道省鉄道委員会委員長 

7. R・N・ベルマ 鉄道省鉄道委員会アドバイザー（設備関連） 

8. S・B・バス 道路交通局技師長 

9. ラビ・パルタサラティーIL&FS 社社長 

日本側 

1. 北村 経済産業審議官 

2. 小宮 経済産業省課長 

3. 西山 経済産業省課長 
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別添 3 

 

2007 年 7 月 2 日に日本側から提起された問題について 

 

1 DMIC 事業の計画と実行に当たって、中央政府及び州政府を含めた組織体制の確立

が必要であること。 

先述のとおり、インド首相の主導のもとで評議委員会を作ることが提案された。企業

体が計画立案、プロジェクト開発を行うことになる。州レベルでの調整機構と事業のた

めの特定目的会社が実施機関となる。 

 

2 効率的な管理体制や人材育成などソフト面での体制整備が重要であること。 

当事業の投資地域、工業地域全般にわたって、技能開発機関が計画されるべきである。

また、事業の実施に当たって、次の提案がなされた。 

 

・投資地域、工業地域には 1 か所以上の SEZ が設置されるべきである。 

・州政府との折衝の中で、当事業の投資地域、工業地域にはニューオークラ工業開発局

のような権限を持つ機関の設置が提案された。この機関には州政府から当該地域での

意思決定に必要な権限が与えられる。 

・鉄道による輸送は既に手続き面で簡略化されている。DMIC 開発公社はさらなる手

続き簡略化のため、鉄道及び他の輸送機関を管轄する当局と協力する。道路輸送につ

いては先進国のように IT を活用し、障害のないようにするべきである。また、州交

通大臣と協力し、障害のない低コストの輸送及び物流拠点の効率的な運営のため、統

一的な政策体制を構築しなければならない。 

 

税の簡略化については、インド政府は中央税と州税を統一する、物品・サービス税

（GST）を 2010 年までに導入する予定となっている。他の直接・間接税の税率は

2010 年までに ASEAN 並みとなる。 

 

3 土地に対する投機排除 

インドでは土地収用法に基づき、公共の利益のため（インフラ整備を含む）私有地を

過去 3 年間の平均価格で収用できることを日本側に伝えた。投資地域、工業地域は不

毛地帯と見なされており、結果、大半の土地は州の開発公社が買収している。事業の関

連地域が 436,486k ㎡に及ぶことを考えると、投機行動は現実的に困難である。念のた

め付け加えておくと、DMIC の関連地域は日本の総面積 377,835k ㎡よりも約 2 割広い。 

 

4 手続きの簡素化 

2 にて言及済み。 
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5 特定事業の資金調達のための日本預託証券の活用 

日本預託証券の活用は日本の資金をインド企業に投資するもので、インフラ開発の資

金調達手段としてユニークな手段となる。 
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別添 4 

 

2007 年 7 月 23～24 日（於：東京） 第 3 回 DMIC タスクフォース会議要旨 

 

豊田経済産業審議官はアジェイ・デゥア工業省次官以下、インドからの会議参加者を

歓迎した。 

 

豊田経済産業審議官は開会の挨拶で、デゥア次官の尽力により、甘利経済産業大臣の

2007 年 7 月 2 日から 3 日にかけての訪印が成功裏に終えることができたと、謝意を表

した。DMIC 事業はインドにとって初めて経験する大プロジェクトであり、同事業が

両国にとってウィン-ウィンの関係をもたらすものだと述べた。 

また、今朝デゥア次官が甘利大臣を表敬訪問した際、大臣からは DMIC の組織体制

を安倍首相の訪印までに整備しなければならないとの指示があったことを述べ、今回の

会議は以下の内容で議論を進めていく旨の説明があった。 

・DMIC 事業に関する長期資金調達について。 

・コンセプトペーパーについて。 

・詳細な事業報告書を作成するための共同コンサルタントの選定。 

・その他 DMIC に関する事項。 

 

デゥア次官は会議に参加した関連官庁及び州政府の代表者を紹介し、豊田審議官から

提案のあった議事内容に加え、8 月の安倍首相訪印時にどのようにして両国首脳に対し

コンセプトペーパーを説明するかも検討する必要があると述べた。 

 

日本側は以下の内容について説明を行った。 

・資金面での協力体制構築について。 

・国際協力銀行による海外融資制度について。 

・日本貿易保険による保険制度について。 

・日本預託証券について。 

 

インド側からは各金融制度について多くの質問がなされ、DMIC 事業への活用可能

性について議論が行われた。プロジェクトに際し、元手となる事業開発基金を立ち上げ

ることを重視し、事業開発基金が DMIC 事業への関与と協力関係を象徴するものであ

ることを日本側に伝えた。また、DMIC 開発公社の資金調達についても言及があった。 

落札者から資金を回収することで事業開発基金の問題は解決し、DMIC 開発公社の

負債はプロジェクトごとに組織される特定目的事業体に引き継がれる予定である。 

事業開発基金の立ち上げと詳細について日本側の内部の協議を経て引き続き議論する

ことで同意した。日本預託証券については日本側がインドにて宣伝を行うようインド側
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から提案があった。 

 

豊田審議官からはインドの労働法が緩和されること及び通行税を中央販売税と同じく

廃止すること、並びにこれらの事項をコンセプトペーパーに盛り込むことの要請があっ

た。デゥア次官は DMIC 地域で人とモノが容易に動けることが重要と強調したうえで、

インド側が豊田審議官の提案を歓迎するとともに、現在物品サービス税の導入に向けて

動いていると答えた。 

 

コンセプトペーパーに関して、コンセプトペーパーが妥当なものであっても、細かい

修正が生じる可能性があること及び安倍首相の訪印時までにコンセプトペーパーを完成

させることについて双方とも同意した。両国首脳にコンセプトペーパーをいかにして渡

すかについては、安倍首相が 2007 年 8 月にニューデリーを訪問した際、タスクフォー

ス会議の日印両議長が 2 人で渡すことで合意した。 

 

コンセプトペーパーの暫定稿を作成したインフラストラクチャー・リーシング＆フィ

ナンシャル・サービス社（IL&FS 社）を評価するとともに、日本側は 2007 年末まで

に詳細な事業報告書のドラフトを作成するに当たって、同社を共同コンサルタントとし

て選定することを提案した。 

インド側は日本企業の DMIC 事業に対する関心を高める役割を担っているジェトロ

に感謝し、ジェトロを共同コンサルタントの支援機関として選定することを提案した。 

インド側は日本側の提案を考慮に入れつつ、早期に共同コンサルタントを選定するこ

とを了解すると同時に、経済産業省から全般的な事業計画遂行のための資金調達につい

て提案があったことに謝意を表した。また、デゥア次官はジェトロを両国の架け橋とし

て DMIC 開発公社の理事会に参加させる提案について歓迎した。 

 

豊田審議官とデゥア次官は、2006 年 12 月 13 日、甘利経済産業大臣とカマル・ナー

ト商工大臣との間で結ばれた MOU に基づき計画された DMIC 事業について、3 回に

わたるタスクフォース会議をとおしてコンセプトペーパーが完成したことを確認した。

両者は DMIC 事業の振興のため、関係省庁及び関連機関の参加を得ながらタスクフォ

ース会議を引き続き開催していくことで同意した。 
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2007 年 7 月 23～24 日開催 第 3 回 DMIC タスクフォース会議出席者一覧 

インド側 

中央政府代表者 

1. アジェイ・ドゥア 工業省次官 

2. シンドゥシュリー・クラー 財務省次官補 

3. ゴパル・クリシュナ 産業政策振興局長 

4. ギリシ・B・プラダン 電力省送電局長 

5. S・K・ミシュラ 鉄道省（鉄道及び PPP 案件担当）上席部長 

6. C・ラジャセカール 外務省東アジア部長 

州政府代表者 

1. プラシャンタ・クマール・ミシュラＵＰ州政府次官 

2. Ｖ・Ｋ・ジャイラト マハラシュトラ州産業次官 

3. ラジブ・アローラ ハリアナ州産業インフラ開発公社（HGIIDC）社長 

4. Ａ・Ｋ・シャルマ グジュラート州インフラ開発局局長 

 

日本側参加者 

2007 年 7 月 23 日 16：00～18：30 の部 

1. 豊田 経済産業省審議官 

2. 黒田 経済産業省国際経済課長 

3. 前田 経済産業省資金協力課長 

4. 小宮 経済産業省産業資金課長 

5. 松室 経済産業省南西アジア大洋州課長 

6. 北嶋 経済産業省南西アジア大洋州課課長補佐 

7. 豊福 日本大使館一等書記官 

8. 藤田 国際協力銀行国際金融第一部長（アジア大洋州地域を所掌） 

9. 村崎 日本貿易保険営業第二部長 

2007 年 7 月 24 日 14：00～16：30 の部 

1. 豊田 経済産業省審議官 

2. 黒田 経済産業省国際経済課長 

3. 前田 経済産業省資金協力課長 

4. 小宮 経済産業省産業資金課長 

5. 松室 経済産業省南西アジア大洋州課長 

6. 北嶋 経済産業省南西アジア大洋州課課長補佐 

7. 豊福 日本大使館一等書記官 

8. 平井 ジェトロ情報企画部部長 

9. 細川 グリーンアーム社社長 

10. 瀬田 大阪市立大学准教授 

11. 岩重 九州電力課長 

12. 池辺 電源開発部長 

13. 辻 道路新産業開発機構常務理事 
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別添 5 

UP 州 DMIC 重点地域の内訳 
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ハリアナ州 DMIC 重点地域の内訳 
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ラジャスタン州 DMIC 重点地域案の内訳 
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グジュラート州 DMIC 重点地域案の内訳（1/2） 
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グジュラート州 DMIC 重点地域案の内訳（2/2） 
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マハラシュトラ州の DMIC 重点地域の内訳 
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マディヤ・プラデシュ州の DMIC 重点地域の内訳 
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